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財務省から2025年度概算要求が公表され

た。24年度の114兆3852億円に対し117兆

円超とのこと。中でも目立つのは防衛費が8兆

円の大台に乗ったことだ。2015年迄は20年

以上の間4兆円台で推移していたものが、近年、

急カーブで増額している。岸田政権が、22年

11月安保三文書で27年度までの５年間に防

衛費43兆円をつぎ込む方針を決定した。それ

を具体的に予算化するということだろう。 

辞めた人をけなしたくないが、岸田というお

方は、保守本流と言われた宏池会に所属し原爆

被爆の地広島県から選出された議員だ。が、世

界の緊張関係を打開するための外交をどれだ

けやったのだろうか。はっきり言って何もする

ことなく、やったのは、アメリカからの兵器を

爆買いする路線を敷くということだった。中に

は主要司令部の地下化に932億円というもの

まである。在日米軍駐留経費負担は、前年度よ

り107億円増やして2231億円が計上されて

いる。 

こういう路線は必然的に国民生活の安定に

打撃を与えることとなる。社会保障制度が「金

食い虫」だとして目の敵となる。地方は疲弊し 

 

 

 

てくる。非正規労働者は切り捨てられていく。 

介護保険も、このままでは、制度がまともに

維持できるかどうか危うくなってきた。今のと

ころ認知症になった人が施設に入れてもらえ

ないという話をちらほらと聞く程度ではある。

在宅で過ごすための支援もぎりぎり何とかな

っている。 

だが、いよいよ在宅で頑張ろうとしても、ヘ

ルパーに来てもらえない事態が現実問題とな

るだろう。ヘルパーの仕事が、高い精神性を必

要とし体力も要求されるわりに、それに相応し

い賃金が保障されない。そのためヘルパーのな

り手が減ってきているからだ。東京のように裕

福な自治体は、ヘルパーの賃金に上乗せする政

策をとっていると聞くが、その反面、地方では、

ヘルパー派遣の事業所がゼロという自治体が

100町村近くある。 

貧しくてもいいから平等な社会、平和な社会

を望むことは時代遅れなのだろうか。建前だけ

だと諦める気は、私にはない。どういう指導者

を選ぶかの権利は、私たちにあることを思い起

こしたい。
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福富先生の話は親しみやすくて人気が高く、

さらに、このタイトルが心に響いたのか、通常

の研修会より多くの参加者が集まり、講演が始

まりました。 

京都市の介護保険はたいへんな状況 

京都市の第1号被保険者（65歳以上）の推移

は、介護保険制度が始まった2000年と比較し

て2023年時点で約1.6倍。要支援・要介護認定

者数は、2023年10月時点で99,258人と、

2000年10月時点と比べて約3.1倍に増えて

います。 

認定率（第1号被保険者数に占める要支援・

要介護認定者数の割合）は、2023年10月現在

で24.86％であり、この数値は全国平均の

19.06％（2022年10月の数値）よりも高くな

っています。 

要介護状態になる主な要因は、要支援・要介

護ともに「高齢による衰弱」や「骨折・転倒」

が多く、要介護者では「認知症」も多く見られ

ます。 

居宅系サービス（訪問介護やデイサービス等） 

 

の伸び率をみると、2023 年の利用者数は、

2000 年の約 3.6 倍に増えています。 

保険給付費の実績は、2022年に約1,383億

円で、2000年と比べて約3.1倍に増加してい

ます。 

75歳以上の高齢者の割合は、全国の政令指

定都市の中で第2位（2023年4月1日現在）。ま

た、85歳以上の一人暮らし高齢者の増加率も

非常に高いです。 

介護保険料（基準額）は、2000 年に 2,985

円だったのが、2024 年現在では 7,160 円と

約 2.4 倍に増加しています。ちなみに、全国平

均は 6,225 円です。 

導入時の形から大きく変化 

かつては家族や子どもが介護を行っていま

したが、高齢化の進行や核家族化により、身内

で介護をすることが難しくなり、介護による離

職が社会問題となってきました。それを受けて、

2000年4月に介護保険制度が開始され、介護

を社会全体で支える仕組みがスタートしまし

た。しかし、高齢者人口の増加に伴い、財源が

確保できず、徐々に制度は

縮小されていきます。 

いくつかの例を挙げると、

2005年には施設の住居

費・食費の自己負担化、

2006年には要介護1の審

査が厳格化され、給付対象

者が抑制されました。

2015年には、介護サービ

ス利用時の自己負担額が一

律1割だったものが、所得

280万円以上の人は2割負

担となり、特別養護老人ホ

介 護 保 険 制 度 の 賢 い 利 用 者 に な る た め に 

第 137 回 

研 修 会 

報 告 

日 時：9 月 21 日（土） 13 : 30～16 : 30 

会 場：ひと・まち交流館 京都 ３階 第 5 会議室 

講 師：福富 昌城さん 

（花園大学社会福祉学部 社会福祉学科教授）     

参加者： 35 名 

～介護保険制度だけでなくケアマネさんとも上手につきあおう～  
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ームの入所基準が原則要介護3以上に引き上げ

られました。さらに、要支援1・2は市町村の総

合事業に移管され、2018年には3割負担が導

入（年収340万円以上が対象）されました。 

2024年には、介護老人保健施設と特別養護

老人ホームの居住費が引き上げられました。現

在も、ケアマネジャーによるプラン作成の有料

化や、要介護1・2の生活援助サービスを介護保

険の給付から外し、市区町村の総合事業に移行

することが議論されています。 

これらは制度の厳しい変化ですが、一方で、

良い方向への進展もあります。認知症になった

場合でも尊厳を大切にしたケアが行われ、また、

高齢者が介護を必要とする状態になっても自

宅で生活できるように、地域の特性を踏まえた

地域包括ケアシステムの構築が進められてい

ます。 

介護保険制度は危機的状況 

すべての事業所に共通の悩みですが、求人募

集をしても応募者が集まりません。介護業界だ

けでなく、多くの業種で人手不足が深刻化して

おり、業種間での人材の取り合いが起こってい

ます。特に訪問介護員（ヘルパー）の不足が顕

著で、次いで施設で働く介護職員、さらにはケ

アマネジャーも不足しています。 

2024年上半期の「老人福祉・介護事業」の

倒産件数は81件（前年同期比50％増）で、過

去最多だった2020年同期の58件を大きく上

回っています。倒産した事業所のうち、訪問介

護事業所が40件とトップです。この状況が続

けば、ヘルパーを頼みたくても人手が不足して

いて来てもらえないという事態になりかねま

せん。すでに高知県など多くの都道府県で、こ

のような事態が起こっています。介護の需要と

供給のバランスが崩れ、保険料を支払っても必

要な介護を受けられない「介護難民」が増加す

るという懸念が高まっています。 

北海道のある地域では、事業所不足により自

治体直営で訪問介護事業所を運営するという

例もありました。訪問介護は特に深刻な状況に

あります。 

かしこく介護保険を利用するためには‥ 

要支援・要介護認定を受けて介護度が決まっ

た後、一般的にはケアマネジャーにケアプラン

を立ててもらいますが、その際、ケアマネジャ

ーとの良好な関係が重要です。講演では、これ

までの経験をもとに具体的な事例が紹介され

ました。印象的だったのは「利用者は助けられ

上手に、支援者は助け上手になることが大切」

という言葉です。 

介護保険サービスを利用する高齢者の中に

は、権利意識が強く「やってもらって当然」と

考えている人も少なくありませんが、要介護者

が「支えられ上手」になることで、通常のサー

ビスに加えて、より温かみのあるホスピタリテ

ィが期待できるというお話でした。 

最後に 〜感想を含めて〜 

今回の研修で「社会的処方」という言葉を初

めて耳にしました。「社会的処方」とは、医薬品

などによって人を健康にすることではなく、人

と人とのつながりによって「孤独・孤立」など

の問題を解消し、元気を取り戻す仕組みのこと

を指し、その中心的役割を担う人を「リンクワ

ーカー」と呼ぶそうです。これから大いに期待

したい取り組みです。 

ここまで、訪問介護が危機的な状況であると

記してきましたが、今後は介護人材の不足がさ

らに進み、事業者が利用者を選ぶ時代が来るか

もしれません。どのような時代が訪れようと

も、支援が必要になった際に備え、元気なうち

に自分がどのように暮らしたいかを家族に伝え

ておくことが重要です。そして、介護保険サー

ビスを主体的に選べるようになりたいもので

す。助けられ上手になって、賢く介護保険を利

用したいと思います。しか

し、できることなら介護保

険に頼らず、自立した生活

を長く続けたいもので

す。        

 

 

（参加者アンケートより） 

〇これから必要になる問題、介護について勉強

しました。細かくよくわかりました。 

〇利⽤者がサービスを選ぶ時代から、利⽤者が

サービスに選ばれる時代に・・・このフレーズ

にドッキリしました。 

〇共感や気づきも多い講演でした。 

 

講演録は上記から 
（笠原あけみ 記） 
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市民団体によるネットワーク 

 「よりよい介護をつくる市民ネットワーク」は

2016 年 12 月、５つの市民団体（当会、京都ヘ

ルパー連絡会、高齢社会をよくする女性の会・京

都、助けあいグループりぼん、マイケアプラン研

究会）によって発足しました。毎年シンポジウム

を開催し、「総合事業」の問題点を中心に提言書

を京都市長に提出してきました。 

協議会の傍聴から問題が見えてきた 

 昨年度、京都市高齢者施策推進協議会（以下、

高推協）は第9期京都市民健康長寿すこやかプラ

ンについて6回の審議を行いましたが、その審議

を毎回傍聴しました。またプランに市民の意見を

反映するため、パブリックコメントの提出を呼び

掛ける活動等を行ってきました。2023年11月

にはシンポジウム「私たちの求める『長寿すこや

かプラン』～安心して暮らせる京都にするために」

を開催しました。 

高推協の傍聴をすることで、その審議過程には

いろいろな問題があることが見えてきました。ま

たその審議を経て今年4月からスタートした長

寿すこやかプランの運用についてネットワーク

会議で話し合われ、その結果、市長へ7項目の提

言を行うことになりました。 

 

京都市長への提言 

提言の７項目は下記の通りです。 

１ 在宅生活を支える「ヘルパーの確保策」を

介護保険者の責任としての実行 

２ 介護事業の求人活動への援助 

３ 施策の立案に有効な調査と分析の実施 

４ 高齢者施策推進協議会の充実と公開 

５ 高齢者施策推進協議会の完全で正確な議

事録「摘録」の公表 

６ 「ケアラー条例」制定に向けて 

７ 市民協働のプラットフォームの創設 

京都市及び市会、各会派との懇談会はこれから 

8 月 20 日（火）午前中に高推協の事務局であ

る、介護ケア推進課に、「市長への提言」を提出し

ました。併せて、意見交換の場を持っていただく

ように希望を伝えました。今のところ 10 月以降

での開催との回答をいただいています。 

同日の午後から、市政記者クラブに「市長への

提言」を提出したことの告知を行いました。また、

当日が京都市議会の「環境福祉委員会」開催日で

あったので、各会派の担当議員を訪問し不在等で

直接手渡しが叶わなかった議員には、各会派の議

員団事務局や市会事務局経由で渡していただき

ました。併せて、各会派との懇談会の開催希望を

伝えました。 

各会派「環境福祉委員会」所属

の議員を中心とした懇談会の日

程は調整中ですが、概ね 10 月末

から 11 月はじめとなる見込みで

す。懇談会では提言に込めた思い

や問題意識を伝え、提言の実現に

向けて協力を求めていきたいと

考えています。 

介 護 保 険 者 と し て の 責 任 を 京 都 市 に 問 う 

よ り よ い 介 護 を つ く る 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 市 長 へ の 提 言 

8 月 20 日 介護ケア推進課へ提言を提出 
(萩原三義 記) 
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今回のシンポジウムの主旨は、介護保険を守れと

叫ぶだけでなく、事業者、介護労働者、医療関係者、

利用者、家族、研究者、総勢20余名が集まり、多様

な視点から介護保険を総点検し、これからの展望を

議論しようというものです。 

さすがに第一線で活躍されている方たちの話は、

聴き応えがありました。 

元官僚で介護保険制度の設計に深くかかわったと

いう香取照幸さん（上智大教授）のお話からは、介

護保険の制度設計の思想や現実の落とし所がよくわ

かりました。そして、香取さんからは「負担を覚悟

せよ」という主張がありましたが、「負担と給付」の

問題は、このシンポジウム全体を貫く重いテーマで

あったように思います。 

また、全国の訪問介護事業所の台帳データをマッ

プに落とし込んだ本田祐典さんの発表も秀逸で、市

場原理による淘汰の中で事業所が大都市に集中し、

事業所のない地域が拡大している実態が明らかとな

りました。いまや「給付の受けられない保険制度」

は現実のものになりつつあります。 

 

ないような職場に、果たして働き手が集まるでし

ょうか？」との声は切実です 

会の終わりに、以下６点の要求事項を含んだ声明

が採択されました。 

１．家族介護を前提としないこと 

２．所得や地域にかかわらず、また在宅であれ施 

  設であれ、高齢当事者が望むケアを最期まで 

  受ける権利を保障すること 

３．介護労働の専門性を正当に評価し、報酬を上げ、

安定して働き続けられるようにすること 

４．認知症に対応した介護サービスを確保すること 

５．生産性向上の名のもとに AI や ICT の導入を

口実にした人員配置基準の緩和を止めること 

６．介護保険財源の公費負担割合を増やすこと 

 最後に上野千鶴子さんから、「すべての関係者が

連帯して、介護の問題を次の総選挙の争点にしまし

ょう！」という呼びかけがあり、シンポジウムは幕

を閉じました。 

 QR コードから、シンポジウムのアーカイブと声

明文を見ることができます。ぜひご覧ください。

 

介 護 保 険  マ ラ ソ ン シ ン ポ ジ ウ ム の 報 告  

こんなはずじゃなかった、介護保険 
～ 私 た ち の ケ ア 社 会 を つ く る ～ 
2024.9.16  10:00～18:00 オンライン開催 

一方、介護現場からは人材不足と経営の事情か

ら、したくても十分なケアができない事業所のジ

レンマが具体的に紹介されていました。 

「自立支援に手が回らず、利用者の尊厳も守れ 

 パブリックビューイング  ＠かかわる会事務所 

 

シンポジウム 声明１ 声明２ 

昨年同様、事務所で納涼交流会を開こうと考え

ているところに、マラソンシンポジウムの話が舞

い込んできました。8 時間ものシンポジウムをひ

とりでみるのは辛いけど、皆でわいわい会食を                 

  

しながら見るのなら楽しいんじゃないか?そんな

アイデアがでてきて、懇親会とパブリックビュー

イングとのドッキング企画が実現したのでした。 

当日の参加は 13 名。初めての試みとしてはま

ずまずの人数でしたが、誤算だったのは、みんなが

あまり飲み食いをしなかったこと。シンポジウム

の内容が濃すぎて、飲んだりおしゃべりしたりす

る間がなかったのです。                       

 シンポジウムの休憩時間には、全国の中継地を

ZOOMでつなぎ、お互いの団体紹介をしたり、感

想を語ったり、連帯を実感することができました。 

 

8時間 
ぶっ通し 
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有料老人ホームの半数以上は介護付き 

 京都市の高齢者のためのガイドブック「すこや

か進行中！！」2024年度版の 95頁以降は「相

談先・施設一覧」が掲載されています。その中の

有料老人ホーム一覧をみると、全 89ヵ所のうち

49ヵ所が「介護付」と表示されています。また

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）一覧の全

107 ヵ所のうち 19 ヵ所は「特定施設入居者生

活介護」の欄に〇印が入っています。これらがど

ういう意味なのかを知ることは、高齢になって自

宅以外での暮らしを考える際にきっと役にたつ

ので、簡単に紹介しましょう。 

介護保険で「特定施設入居者生活介護」サー

ビスが生まれた 

「特定施設入居者生活介護」とは、介護保険制

度が始まった際に新たに導入された介護サービ

スの一つです。厚生労働省が定めた基準を満たし、

自治体から「特定施設」として指定を受けた施設

の入居者は、要介護度に応じた日常生活上の世話、

機能訓練、療養上の世話を24時間受けることが

できます。このサービスの費用は要介護度ごとに

決まった額が介護報酬として施設に支払われ、利

用者はその額の原則1割（収入によっては2～3

割）を自己負担します。 

「特定施設」として指定を受けることができる

のは有料老人ホーム、サ高住、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム（ケアハウス）のうちのいずれか 

です。指定を受けると介護付きと称することが認

められます。つまり介護付き有料老人ホームは

「特定施設」であり、特定施設入居者生活介護サ

ービスを提供することができるということです。 

特養と特定施設の違い 

 要介護度に応じた介護サービスが24時間提供

され、安心して暮らすことのできる施設として特

別養護老人ホームがあります。「特定施設」でも

同じく24時間の介護サービスが提供されますが、

入居条件や設置主体などについてはページ下の

表のような違いがあります。 

玉石混交、自分の眼で確かめよう 

特別養護老人ホームは必要度の高い人が優先

的に入居でき、2015年以降新規入所者は要介護

3 以上とされたことから要介護度の高い人のた

めの施設になっています。一方、高齢になって自

宅での暮らしに不安を覚えたり、いざとなれば介

護サービスの整った集合住宅で暮らしたいと考

える人たちにとって、特定施設（つまり介護付き）

の有料老人ホームやサ高住は選択肢の一つとい

えるでしょう。設置主体が民間企業も含めて多様

なので、介護サービスの内容や質も施設によって

大きく異なります。ご自分の住んでいる地域の介

護付き有料老人ホームやサ高住を、早めに見学し

たり体験入所をしてみることをお勧めします。将

来計画を考えるうえで参考になるでしょう。               

「介護付き」ってどういうこと？ 

特別養護老人ホーム 介護付有料老人ホーム(特定施設）

原則要介護3以上
介護型は要介護１以上、混合型は自立から要
介護５まで幅が広いが、施設によって異なる

必要度の高い人からポイント制で優先的に入
居できる

条件が合えば自由に契約できる

部屋の条件
「ユニット」と呼ばれる10名前後の少人数単
位で介護をするスタイル、従来型の多床室、
個室など

基本は個室であり、「ユニット」と呼ばれる
10名前後の少人数単位で介護をするスタイル
のところもある

設置主体 地方公共団体または社会福祉法人 民間企業も可

費用
居住費（部屋代）ユニット型個室61,980円～
多床室27,450円　食費代43,350円  その他お
むつ代などは自己負担

部屋代、管理費、食費などは施設によりさま
ざま。低価格帯の施設は、特養よりも月額費
用が安いところもある

入居条件

（冬木美智子 記） 
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父 93歳、母 92 歳。父は軽度の認知症でした

が、気丈な母とふたり箕面の実家で安穏と暮らし

ていました。京都に住む私は月に１〜２回様子を

見に行っていましたが、穏やかな日々がまだ続く

ものと信じて疑わず、将来の備えをしていません

でした。しかし、神様は「なぁおまえ、介護はそ

んなに甘いもんやおまへんで」と２年前から私た

ちに次々と試練を与え始めました。 

最初は父の散歩中の転倒、骨折でした。コロナ

禍で面会ができず、ひと月の入院生活で父の認知

症はずい分進行してしまいました。 

次に、留守宅を守っていた母が、特殊詐欺にあ

います。だましとられたお金もさることながら、

この事件で母はすっかり自信をなくしてしまい、

父が退院しても家では看られないと言い始めま

した。私と東京に住む兄はおおいに慌てましたが、

必死で入所施設をさがしまわった結果、良いグル

ープホームに巡りあえました。入所した父も不満

がない様子です。 

一人暮らしとなった母は、運動特化型のデイサ

ービスに通い、訪問ヘルパーも利用しながら安定 

 

 

した生活を取り戻すことができ、介護保険のあり

がたさを実感するところとなりました。 

ところが安堵したのも束の間、今度は母が硬膜

下血腫で倒れ救急搬送されました。術後の経過は

順調で現在はリハビリ病院に入院していますが、

母の退院後の生活をどうしようかと思い悩んで

います。父に次いで母も施設入所した場合その費

用負担は大きく、長くなれば蓄えを切り崩しても

間に合いません。 

また、私か兄が引き取って介護する場合には、

仕事や他の家族にかかる負荷が心配です。「介護

の社会化」は言うほど容易くはありません。 

いまの救いは、関西リハビリテーション病院の

ソーシャルワーカーや作業療法士、ケアマネさん

たちの存在です。何度もケアカンファレンスを開

き、親身になって私たち家族の「今後の生き方」

についてアドバイスしてくださいます。まだまだ

先は見通せませんが、こうして共に考えてくれる

人が身近にいることは、何より心強いことだと感

じています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなに甘いもんやおまへんで 

第 20回 

 

介護を受ける、介護をする、そのナマの声を繋ぎます 

 

会員  久田 由美 

～社会的弱者のセーフティネットとして～ 

日 時：10 月 19 日（土）13：30～16：30 

会 場：ひと･まち交流館 京都 3階 第 5会議室 

講 師：尾松 裕之さん（宇治明星園養護老人ホーム園長） 

参加費：一般 500 円 会員 300 円 

訪 問 介 護 の 現 状 と こ れ か ら 
第  １３９ 回 

研 修 会 

案   内 

日 時：１１月２３日（土）13：30～16：30 

会 場：ひと･まち交流館 京都 3階 第 5 会議室 

講 師：高橋 弘江さん（株式会社銭形 取締役営業本部長） 

参加費：一般 500 円 会員 300 円 

第  １３８ 回 

研 修 会 

案   内 

【要旨】 
講師は長年にわたり「養護老人ホーム」の施設経営に携わってこられた。養護老人ホームは措置制
度に基づく施設だが、利用者の高齢化に伴い、介護保険の適用も増加している。社会的弱者のセー
フティネットとしての養護老人ホームの役割について、制度上の課題も含めて学びたい。 

【要旨】 
絶滅危惧種、有効求人倍率 14倍、介護サービスが縮小…、そんな大変な情報ばかり聞こえてくる
訪問介護の現場ですが、高橋さんは心底楽しい仕事だと言われます。忘れられない体験談ととも
に、ヘルパーの仕事の醍醐味をお聞きします。 

養護老人ホームの役割について 

 

 

 

  ～住み慣れた我が家で過ごすことが保障される社会を～ 
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分譲マンションの建替えは、京都市でこれま

で一例もないと聞いた。「2 つの老い（入居者の

高齢化と建物の老朽化）と新景観政策」が足枷

となっていると指摘を受けているのだが、前者

はともかく後者について新景観政策の策定過程

で議論にならなかったのだろうか。 

答えは平成18（2006）年11月に出された

「時を超え光り輝く景観づくり審議会」の最終

答申にあった。少し長くなるが、ポイントとな

る13頁の一部を引用する。 

「周囲の町並みより高い建築物でも、優れた

建築計画であれば、地域のランドマークとなる

など、地域の景観の向上に貢献する場合もある。

このため、地域や都市全体の景観の向上に貢献

するとみられる建築計画の場合に、高さの限界

を超えることを許可する、新たな許可制による

優れた建築物の誘導手法を導入すべきである。

（中略）また、高さの最高限度の引き下げによ

り、新たな高さの最高限度を超える既存の建築

物が発生することとなるが、これらの建築物は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

建て替え時には、新たな高さの最高限度が適用

され、従前の床面積が確保できない可能性があ

る。（中略）また、景観という“公共性”のため、

高さの最高限度を引き下げることによって建て

替えが困難になる建築物、とりわけ、分譲マン

ションについては、同規模のマンションが建築

できないことも予想され、合意形成の面で、よ

り一層建て替えを困難なものとする可能性があ

る」。 

何だ、いま、我々が直面している問題点はチ

ャンと指摘されているんじゃないか！そして、

答申はこの後、次のように続くのである。「この

ため、こうした既存不適格建築物の建て替えを

促進し、周囲の町並みと調和のとれた建築物を

誘導する仕組みについて検討すべきである」。流

石である。50年100年単位での京都の景観づく

りを目指すからには、規制一辺倒ではなく、民

間の智慧を結集し、行政も一体となって問題解

決に取組む必要があることを、答申自身が明記

しているのである。 どうする大島！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島 仁 

 

こ
の
会
報
の
編
集
が
大
詰
め
に
入
っ
た
９
月
末
、
編
集
ス
タ
ッ
フ

の
一
人
、
小
栗
大
直
さ
ん
が
急
病
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う

知
ら
せ
に
、
文
字
通
り
言
葉
を
失
い
ま
し
た
。
９
月
１
６
日
の
マ
ラ

ソ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
で
元
気
そ
う
な

お
姿
を
拝
見
し
た
ば
か
り
で
し
た
。 

小
栗
さ
ん
は
民
間
企
業
を
定
年
退
職
後
、
介
護
相
談
員
の
活
動
を

さ
れ
る
中
で
当
会
に
関
心
を
お
持
ち
に
な
り
２
０
０
７
年
に
入
会
さ

れ
ま
し
た
。
２
０
１
３
年
か
ら
は
理
事
、
そ
し
て
事
務
局
長
と
し
て

会
の
活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
２
０
２
２
年
に
理
事
を
退

任
さ
れ
た
後
も
、
第
三
者
評
価
の
審
査
委
員
や
広
報
グ
ル
ー
プ
の
一

員
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
当
会
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
し

た
。 

 

山
を
愛
し
、
旅
を
楽
し
み
、
芸
術
鑑
賞
に
も
熱
心
だ
っ
た
小
栗
さ

ん
か
ら
お
聞
き
し
た
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
が
頭
の
中
を
巡
っ
て
い
ま

す
。
す
で
に
ご
自
身
の
葬
儀
や
納
骨
の
こ
と
ま
で
手
配
済
み
だ
と
伺

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
今
は
余
裕
の
笑
顔
で
私
た
ち
を
見
下
ろ

し
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
「
ち
ょ
っ
と
急
ぎ
す
ぎ

で
す
よ
」
と
、
一
言
文
句
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。 
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～時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会・最終答申～  

（
冬
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智
子
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